
- 1 - 
 

役員会議事録 

 

日 時  令和７年２月６日（木） 午後１時 26分～午後２時 26分 

場 所  国保会館「大会議室」 

出席者  理事 13名（書面６名含む）、監事２名、欠席１名 

 

１．開会 

 只今より、国保連合会役員会を開催させていただきます。 

 本日の役員会の出席状況でありますが、理事は 13 名中７名、監事は３名中２名

の御出席をいただいております。 

なお、本日出席できない理事６名については、規約第 34 条第２項及び第３項の

規定により書面による出席となっております。 

従いまして、理事 13 名中７名の出席、６名の書面による出席となっており、連

合会会議規則第４条により役員会が成立しておりますことを御報告申し上げます。 

なお、書面表決手続きを取っていただいているのは、理事の野原県企画理事兼保

健福祉部長、熊谷紫波町長、多田遠野市長、倉成奥州市長、小野釜石市長、小田野

田村長です。 

 

２．理事長挨拶 

  本日は、役員の皆様におかれましては、大変お忙しいところ役員会に御出席をい

ただきました。大変ありがとうございます。 

御案内申し上げておりましたとおり、本日は、令和７年度の事業計画及び各会計

予算等について、説明を申し上げるものでございます。 

役員の皆様におかれましては、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げ、

挨拶とさせていただきます。 

 

３．議長就任 

規約第 32条に基づき理事長が就任する。 

 

４．議事録署名員指名 

議 長  議事に入る前に、当職から議事録署名員を指名いたします。議事録署名

員に青木平泉町長、大久保九戸村長の御両名を指名いたします。 

 

５．書記指名 

議 長  書記ですが、国保連合会の三田地事務局長にお願いいたします。 
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６．議案審議 

議  長  それでは、議案審議に入ります。 

議案第１号から議案第 11 号までについては、規則改正等の議案でござ

います。時間の関係上、一括上程とさせていただきます。事務局より説明

願います。 

事務局 

議案第１号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規程の制定について 

・・・資料１により説明 

議案第２号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員の高齢者部分休業に関する規程の制定に

ついて 

・・・資料１により説明 

議案第３号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員就業規則の一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第４号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員給与規程の一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第５号 

岩手県国民健康保険団体連合会国保会館に勤務する職員の給与に関する規程の

一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第６号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員退職手当に関する規程の一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第７号 

岩手県国民健康保険団体連合会職員の再雇用に関する規程の廃止について 

・・・資料１により説明 

議案第８号 

岩手県国民健康保険団体連合会個人情報保護基本規程の一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第９号 

岩手県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規程の一部改正について 

・・・資料１により説明 

議案第 10号 

岩手県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理業務規則の一部改正

について 

・・・資料１により説明 
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議案第 11号 

岩手県国民健康保険団体連合会介護保険保険者事務共同処理規則の一部改正

について 

・・・資料１により説明 

議  長  議案第１号から議案第 11 号までについて、御質問、御意見のある方は

お願いいたします。 

     ―なしの声― 

議  長  特にないようですので、議案第１号から議案第 11 号までについて、原

案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

―異議なしの声― 

議  長  それでは、議案第１号から議案第 11 号まで、原案どおり可決いたしま

す。 

議  長  次に、議案第 12号から議案第 15号までについては、財産処分、各会計

の補正予算の審議でございますが、関連する事項ですので、一括上程いた

します。事務局より説明をお願いします。 

事務局 

議案第 12号 

岩手県国民健康保険団体連合会国保会館建設準備等積立金の処分について 

・・・資料１、資料４により説明 

議案第 13号 

令和６年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計補正予算（第４号）につい

て 

・・・資料１、資料４により説明 

議案第 14号 

令和６年度岩手県国民健康保険団体連合会国保会館特別会計補正予算（第２号）

について 

・・・資料１により説明 

議案第 15号 

令和６年度岩手県国民健康保険団体連合会特別徴収情報経由業務特別会計補正

予算（第２号）について 

・・・資料１により説明 

議  長  議案第 12号から議案第 15号までについて、御意見、御質問等ございま

せんか。 

佐々木理事  ひまわり荘のことについて考え方を整理したいと思うのですが、遊休施

設の除却については、各市町村とも頭の痛いところですけども、ひまわり

荘については買いたいという団体が現れたということで、国庫補助返還金

相当額で売り渡すということで進んできたわけですよね。 

今回、国庫補助の返還額が計算より少し高くなったということに加えて、

県と盛岡市の方にも返還しなければならないということで額が増えたと、
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そういう認識でよろしいでしょうか。 

事務局  国庫補助については、おっしゃるとおり、控除されない年数があるとい

うことで少し増加しております。それから県、盛岡市についても何らかの

返還はあるだろうという想定はしておりましたが、今回実額がこのような

額になったというところでございます。 

佐々木理事  売却する額を増額するという交渉の余地はあるのでしょうか。 

事務局  相手方とはすでに売却の意思、それから売却額について、この 500万円

余りで合意に達しておりまして、これを増額するというのは現実的には難

しい状況にあります。 

議  長  その他よろしいですか。 

     ―なしの声― 

議  長  ないようですので、議案第 12号から議案第 15号までについて、原案ど

おり可決することでよろしいでしょうか。 

     ―異議なしの声― 

議  長  それでは、議案第 12号から議案第 15号まで、原案どおり可決といたし

ます。 

議  長  次に、議案第 16号から議案第 25号までについては、いずれも関連する

事項でございますので、一括上程とさせていただきます。事務局より説明

願います。 

事務局 

議案第 16号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会事業計画について 

・・・議案書、資料５により説明 

議案第 17号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会負担金等の賦課及び納期限について 

・・・議案書により説明 

議案第 18号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計予算について 

・・・資料２により説明 

議案第 19号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計予算につ

いて 

・・・資料２により説明 

議案第 20号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会

計予算について 

・・・資料２により説明 

議案第 21号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計予算
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について 

・・・資料２により説明 

議案第 22号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会

計予算について 

・・・資料２により説明 

議案第 23号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業

特別会計予算について 

・・・資料２により説明 

議案第 24号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会市町村医師養成事業特別会計予算に

ついて 

・・・資料２により説明 

議案第 25号 

令和７年度岩手県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計予算について 

・・・資料２により説明 

議  長  議案第 16号から議案第 25号までについて、御質問、御意見のある方は

お願いいたします。 

―なしの声― 

議  長  ないようですので、議案第 16号から議案第 25号までについて、原案ど

おり可決することでよろしいでしょうか。 

     ―異議なしの声― 

議  長  それでは、議案第 16号から議案第 25号まで、原案どおり可決といたし

ます。 

議  長  次に、議案第 26 号「参与の委嘱」について、上程いたします。説明を

お願いします。 

専務理事 

議案第 26号 

岩手県国民健康保険団体連合会参与の委嘱について 

 ・・・議案書により説明 

専務理事  参与の委嘱につきましては、本会規約第 30 条第２項の規定により、理

事長の推薦により理事会の議決を経て委嘱することとされております。 

現在参与である三田地好文氏におかれましては、令和３年４月１日に参

与を委嘱し、２期４年にわたって事務局長の事務を取り扱っておりますが、

任期が本年３月末までとなっているところです。 

三田地氏におかれましては、参与就任からこれまでの間、当会の事業運

営全般にわたり御尽力いただいたほか、第 64 回全国国保地域医療学会の

開催、また令和６年度税制改正に伴う厚生労働大臣からの証明取得への対
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応等、本会の事業課題に対しましても、その手腕を発揮していただいたと

ころです。 

このような中、審査支払機関としての機能強化など、医療保険制度の改

革ですとか、医療費助成、予防接種事務のオンライン化など、急速な進展

が見込まれます医療 DX などの諸課題に対し、本会が的確に対応していく

ために、三田地氏には特命事項を所掌し、本会の関係業務を調整させるた

め、引き続き令和７年４月１日から１年間参与を委嘱しようとするもので

す。なお、参与の処遇につきましては理事長に御一任いただくようお願い

いたします。 

また事務局長については、事務局全体の令和７年度人事で検討の上、発

令したいと考えており、併せて理事長に御一任いただきますようお願いい

たします。 

議  長  議案第 26号について、御質問、御意見のある方お願いいたします。 

―なしの声― 

議  長  特にないようですので、議案第 26 号について、原案どおり可決するこ

とでよろしいでしょうか。 

     ―異議なしの声― 

議  長  それでは、議案第 26号は、原案のとおり可決といたします。 

次に、議案第 27 号「第 162 回通常総会の開催」について、上程いたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

事務局 

議案第 27号 

第 162回岩手県国民健康保険団体連合会通常総会の開催について  

 ・・・議案書により説明 

議 長  議案第 27号について、御質問、御意見のある方はお願いいたします。 

     ―なしの声― 

議 長  特にないようですので、議案第 27 号について、原案どおり可決するこ

とでよろしいでしょうか。 

     ―異議なしの声― 

議 長  それでは、議案第 27号は、原案のとおり可決といたします。 

 

７．その他 

議 長  議案は終了となりますが、その他事務局から何かございますか。 

事務局  資料等はございませんが、情報提供させていただきます。 

令和６年の人事委員会勧告の関係では、令和６年度内にさかのぼって職

員の給与改定が実施され、本会職員についてもこれに準じて昨年１２月に

給与改定を実施したところです。 
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なお、それ以外にも、職員の初任給の引き上げ、通勤手当の引き上げ、

扶養手当の縮小などについても令和７年４月から実施するよう勧告され

ており、県や市町村においては、今後、これらの改定に対応することが見

込まれます。つきましては、県等においてこれらの改定等を実施する場合

には、本会においてもこれに準じ、理事長専決により実施する方針として

おりますことを報告申し上げます。 

議 長  只今、事務局から説明がありましたが、質問等はございますか。 

     ―なしの声― 

議 長  皆様方からその他ございますか。 

高橋理事  1 点確認です。旧ひまわり荘の譲渡先について、会社の内容は精査して

いるのか、確認させていただきたい。 

事務局  今回売却契約を締結しようとしている相手方は、千葉県で２つの学校を

経営している実績があり、財務内容、役員等を見させていただいた限り、

特に問題になることはないというふうに評価をさせていただいておりま

す。 

高橋理事  心配するのは、繋小学校跡地の利活用は、盛岡市が入って、国保連も入

って、その方向性を示したというのであればいいですが、慎重に対応をし

ていただきたいなということでございます。 

専務理事  繋小学校の廃校後の活用について、盛岡市が公募プロポーザルを実施し

て、そこに応募した事業者です。盛岡の審査で内定を得まして、その後盛

岡市の議会の全員協議会での説明等の内容も確認し、私共も交渉の相手方

ということで選定した形で、ひまわり荘自体の応募はそこで打ち切り、交

渉してきたという経緯でございます。 

また実施事業者の構図を見ますと、もともと地元で活動していた NPOの

方も加わった形で現地の事業を進めるようだということで、全く外部の人

だけでやるのではないと確認しております。 

高橋理事  手続きはしっかり踏まれたと思いますが、旧ひまわり荘は、ある意味で

は繋温泉の中心的な役割を果たしてきた。場所としては最高の場所だと思

うので、しっかり対応していただくようにお願いできればなというところ

でございます。 

専務理事  これからの最終的な引き渡しや、その後の地元との関係づくり等、盛岡

市とも連携して見守っていきたいと思います。 

議 長  その他ございますでしょうか。 

     ―なしの声― 

議 長  それでは、これで本日の議案審議を終了といたします。 
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８．閉会 

以上をもちまして、役員会を終了いたします。 

 

９．出席した理事及び監事の氏名 

（１）出席 

理 事 長  山 本 正 德（宮古市長） 

副理事長  鈴 木 重 男（葛巻町長） 

専務理事  髙 橋 勝 重（学識経験者） 

理  事  高 橋 昌 造（矢巾町長） 

理  事  青 木 幸 保（平泉町長） 

理  事  佐々木   靖（田野畑村長） 

理  事  大久保 勝 彦（九戸村長） 

監  事  藤 原   淳（二戸市長） 

監  事  神 田 謙 一（住田町長） 

（２）書面出席 

理  事  野 原   勝（岩手県企画理事兼保健福祉部長） 

理  事  熊 谷   泉（紫波町長） 

理  事  多 田 一 彦（遠野市長） 

理  事  倉 成   淳（奥州市長） 

理  事  小 野   共（釜石市長） 

理  事  小 田 祐 士（野田村長） 

（３）欠席 

監  事  平 野 公 三（大槌町長） 

 

10．議長の氏名 

理 事 長  山 本 正 德（宮古市長） 
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上記のとおり相違ないことを証するため、署名・捺印する。 

 

令和７年２月６日 

 

議事録署名員  理事              ㊞ 

 

 

議事録署名員  理事              ㊞ 

 

 

書記 国保連事務局長              ㊞ 


